
社会福祉に関する事業に従事する人材の
養成確保を推進するとともに、福祉サービ
スの質の向上を図ること

（施策番号Ⅷ－２－１）

添付資料

資料１－２



２０１６年度
（平成２８年度）

第７期介護保険事業計画に基づく介護人材の必要数について

２０２０年度
（平成３２年度）

２０２５年度
（平成３７年度）

○ 第７期介護保険事業計画の介護サービス見込み量等に基づき、都道府県が推計した介護人材の需要を見ると、２０
２０年度末には約２１６万人、２０２５年度末には約２４５万人が必要。

○ ２０１６年度の約１９０万人に加え、２０２０年度末までに約２６万人、２０２５年度末までに約５５万人、年間
６万人程度の介護人材を確保する必要がある。

※ 介護人材数は、介護保険給付の対象となる介護サービス事業所、介護保険施設に従事する介護職員数に、介護予防・日常生活支援総合事業の

うち従前の介護予防訪問介護等に相当するサービスに従事する介護職員数を加えたもの。

○ 国においては、①介護職員の処遇改善、②多様な人材の確保・育成、③離職防止・定着促進・生産性向上、④介護
職の魅力向上、⑤外国人材の受入環境整備など総合的な介護人材確保対策に取り組む。

注１）需要見込み（約216万人・245万人）については、市町村により第７期介護保険事業計画に位置付けられたサービス見込み量（総合事業を含む）等に基づく
都道府県による推計値を集計したもの。

注２）2016年度の約190万人は、「介護サービス施設・事業所調査」の介護職員数（回収率等による補正後）に、総合事業のうち従前の介護予防訪問介護等に相
当するサービスに従事する介護職員数（推計値：約6.6万人）を加えたもの。

約
26
万
人

第７期計画期間（2018～2020） 第８期計画期間（2021～2023） 第９期計画期間（2024～2026）

約１９０万人

約２１６万人
（需要）

約２４５万人
（需要）

約
55
万
人

～～ ～～
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総合的な介護人材確保対策（主な取組）
これまでの主な対策

（実績）月額平均５．７万円相当の改善
月額平均１.4万円の改善（29年度～）
月額平均1.3万円の改善（27年度～）
月額平均0.6万円の改善（24年度～）
月額平均2.4万円の改善（21年度～）

○ 介護福祉士を目指す学生への修学資
金貸付
○ いったん仕事を離れた介護人材への再
就職準備金貸付（人材確保が特に困難
な地域では貸付額を倍増）

○ 介護ロボット・ＩＣＴの活用推進
○ 介護施設・事業所内の保育施設の設
置・運営の支援
○ キャリアアップのための研修受講負担
軽減や代替職員の確保支援

◎ ２０１９年１０月の消費税率の引き上げに
伴い、更なる処遇改善を実施予定

○ 学生やその保護者、進路指導担当者
等への介護の仕事の理解促進

◎ 中高年齢者等の介護未経験者に対する
入門的研修を創設し、研修受講後のマッチ
ングまでを一体的に支援
◎ 介護福祉士養成施設における人材確保
の取組を支援

◎ 介護ロボットの導入支援や生産性向上の
ガイドラインの作成など、介護ロボット・ＩＣＴ活
用推進の加速化
◎ 認証評価制度の普及に向けたガイドライン
の策定

◎ 介護を知るための体験型イベントの開催
（介護職の魅力などの向上）

介護職員の
処遇改善

多様な人材
の確保・育成

離職防止
定着促進
生産性向上

介護職
の魅力向上

今後、さらに講じる主な対策

外国人材の受
入れ環境整備

◎ 在留資格「介護」の創設に伴う介護福祉士国家資格の取得を目指す外国人留学生等の支
援（介護福祉士修学資金の貸付推進、日常生活面での相談支援等）
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国
消費税財源活用



੨

市町村計画
（基金事業計画）



ਿ


都道府県計画
(基金事業計画)

基金
※国と都道府県の

負担割合２／３、 １／３

申
請

事業者等（医療機関、介護サービス事業所等）

交
付

交付

地域医療介護総合確保基金

交付
提出

交付
提出

申請

地域医療介護総合確保基金の対象事業

１ 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関
する事業

２ 居宅等における医療の提供に関する事業

３ 介護施設等の整備に関する事業（地域密着型サービス等）

４ 医療従事者の確保に関する事業

５ 介護従事者の確保に関する事業

都道府県計画及び市町村計画（基金事業計画）

○ 基金に関する基本的事項
・公正かつ透明なプロセスの確保（関係者の意見を反映させる仕組みの整備）
・事業主体間の公平性など公正性・透明性の確保
・診療報酬・介護報酬等との役割分担

○ 都道府県計画及び市町村計画の基本的な記載事項
医療介護総合確保区域の設定※1 ／ 目標と計画期間（原則１年間） ／
事業の内容、費用の額等 ／ 事業の評価方法※2
※1 都道府県は、二次医療圏及び老人福祉圏域を念頭に置きつつ、地域の実情を

踏まえて設定。市町村は、日常生活圏域を念頭に設定。
※2 都道府県は、市町村の協力を得つつ、事業の事後評価等を実施

国は都道府県の事業を検証し、基金の配分等に活用

○ 都道府県は市町村計画の事業をとりまとめて、都道府県計画を作成

○ 団塊の世代が75歳以上となる2025年を展望すれば、病床の機能分化・連携、在宅医療・介護の推進、医療・介護従事者の確保・
勤務環境の改善等、「効率的かつ質の高い医療提供体制の構築」と「地域包括ケアシステムの構築」が急務の課題。

○ このため、平成２６年度から消費税増収分等を活用した財政支援制度（地域医療介護総合確保基金）を創設し、各都道府県に設置。 各都道府県は、都道
府県計画を作成し、当該計画に基づき事業を実施。

平成30年度政府予算：公費で1,658億円
（医療分 934億円、介護分 724億円）
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○ 地域の実情に応じた介護従事者の確保対策を支援するため、都道府県計画を踏まえて実施
される「参入促進」・「資質の向上」・「労働環境・処遇の改善」に資する事業を支援。

○地域住民や学校の生徒に対する介護や介護
の仕事の理解促進

○若者・女性・高齢者など多様な世代を対象と
した介護の職場体験

○高齢者など地域の住民による生活支援の担
い手の養成

○介護未経験者に対する研修支援

○過疎地域等の人材確保が困難な地域におけ
る合同就職説明会の実施

○ボランティアセンターとシルバー人材センター
等の連携強化

○介護事業所におけるインターンシップ等の導
入促進

○介護に関する入門的研修の実施からマッチン
グまでの一体的支援（新規）

○将来の介護サービスを支える若年世代の参
入促進（新規）

○介護福祉士国家資格の取得を目指す外国人
留学生の受入環境整備（新規） 等

○介護人材キャリアアップ研修支援
・ 経験年数３～５年程度の中堅職員に対する研修
・ 喀痰吸引等研修
・ 介護キャリア段位におけるアセッサー講習受講
・ 介護支援専門員に対する研修

○各種研修に係る代替要員の確保

○潜在介護福祉士の再就業促進
・ 知識や技術を再確認するための研修の実施
・ 離職した介護福祉士の所在等の把握

○認知症ケアに携わる人材育成のための研修

○地域包括ｹｱｼｽﾃﾑ構築に資する人材育成
・生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの養成のための研修

○認知症高齢者等の権利擁護のための人材育
成

等

参入促進 資質の向上 労働環境・処遇の改善

地域医療介護総合確保基金を活用した介護従事者の確保

○ 関係機関・団体との連携・協働の推進を図るための、都道府県単位での協議会の設置
○ 介護人材育成等に取り組む事業所に対する都道府県の認証評価制度の運営支援

○新人介護職員に対するエルダー・メンター

（新人指導担当者）制度等導入のための研
修

○管理者等に対する雇用改善方策の普及

・ 管理者に対する雇用管理改善のための
労働関係法規、休暇・休職制度等の理解
のための説明会の開催
・ 介護従事者の負担軽減に資する介護ロ
ボットの導入支援
・ 新人教育やキャリアパスなど雇用管理体
制の改善に取り組む事業所のコンテス
ト・表彰を実施

○介護従事者の子育て支援のための施設内
保育施設運営等の支援

○子育て支援のための代替職員のマッチン
グ

等

平成３０年度予算額
公費９０億円（国費６０億円）

4
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介護に関する入門的研修の実施からマッチングまでの一体的支援事業の創設
【地域医療介護総合確保基金の新規メニュー】

＜ 事業イメージ ＞ ※各主体が協力して実施

＜ 実施主体 ＞
福祉人材センター、事業者団体、
介護福祉士養成施設、市町村社協 等

事業の周知・広報

研修への参加

※地域の中高年齢者や子育てが一段
落した主婦層へ参加を呼びかけ

介護職やボランティアとして従事

特養やデイサービスなど

退職前セミナーの実施

ハローワーク
老人クラブ
公民館
図書館 等

地域の企業
自治体の関係機関 等 研修への参加

研修受講者と事業所とのマッチング

※退職前セミナーを実施し、退職
を控えた方へ参加を呼びかけ

※各府省庁や都道府県・市町村か
らも退職を控えた方に対する事業
の周知

入門研修の実施

○ 介護未経験者の介護分野への参入のきっかけを作るとともに、参入障壁となっている介護に関する様々な
不安を払拭するため、介護業務の入門的な知識・技術の修得のための研修を導入し、介護人材のすそ野を拡
げ、中高年齢者など多様な人材の参入を促進する。

○ 具体的には、事業実施団体において、求職者や退職を控えた方などへの研修の参加を呼びかけるとともに、
入門的研修の実施から研修受講後の介護施設・事業所とのマッチングを行い、介護分野での雇用につなげて
いく。

新
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介護福祉士養成施設

中学校や高校への出前講座等の実施 留学生に対するPR・日本語学習等の充実

＜事業イメージ＞

養成施設の学生が在校していた中学校や高校を
中心に、介護に関する教育機関として、介護の専
門性や意義などを伝達するための出前講座の実
施などの取組を推進

取組にあたっては、介護施設・事業所と連携し、
介護の仕事内容ややりがいなどのＰＲも実施

留学生を確保するための積極的なPR（現地教育機
関等からの情報収集や現地における留学予定者に対す
る合同説明会の開催）

カリキュラム外の時間において、留学生への日本
語学習支援（介護現場で使用する専門用語）や
専門知識等を強化するための指導を実施

若年世代の介護分野への参入を促進

将来の介護サービスを支える若年世代の参入促進事業
【地域医療介護総合確保基金の新規メニュー】

国内人材の確保 留学生の国内定着

都道府県（地域医療介護総合確保基金）

取組を行う養成施設
に対する補助

教育の視点から人材確保につ
なげる取組の実施

○ 介護福祉士養成施設では、入学者数が毎年減少してきており、平成28年の定員充足率は44.2％（入学者数：
7,835人／定員：17,730人）となっている。

○ 当該施設は、介護分野で働くことを希望する若者を介護分野で中核的な役割を担う介護福祉士として養成し、介護
分野への参入を促す重要な役割を果たしている。

○ こうしたことを踏まえ、介護に関する教育機関である介護福祉士養成施設において、将来の介護現場を担う世代に
対する介護の専門性や意義を伝達する取組や、今後増加することが予想される留学生への日本語学習支援等による質
の高い人材の養成・確保に係る取組を推進する。

介護施設・事業所 連携した取組

新
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介護職のイメージ刷新等による人材確保対策強化事業について
○ 福祉系高校・福祉系大学等の学生や教員、働く意欲のあるアクティブシニア等を主なターゲットとし、介護関係の養成団体や事業者団体、
職能団体などの多様な関係団体と連携しつつ、福祉・介護の体験型のイベントを全国で開催するとともに、職場体験等の情報発信のため
のプラットフォームを構築する。

○ イベントでは、各都道府県が取り組む上で参考となる演習を中心としたモデル的な講座を開催し、さらにＶＲ等を活用した福祉・介護体
験、ＩＣＴや介護ロボットの活用事例の紹介など、最新の介護現場を正しく知る機会とする。

○ また、情報発信のためのプラットフォームでは、国の施策の周知や各都道府県で実施している職場体験・入門的研修の情報、就職フェア
の開催情報、発信力のある若手職員やセカンドキャリアとして働いている職員からのメッセージなども発信し、介護現場で働くイメージ
を高めつつ、介護現場での就労につながる内容とする。

○ 国が開催するイベントへの参加者を都道府県が実施する職場体験や入門研修につなげることで、国の取組と都道府県の取組を一体的に行
い、人材の確保を推進していく。

厚生労働省

民間事業者

公募で選定

退職前の中高年
齢者、主婦層

学生、教員

参加の
呼びかけ

情報発信のプラットフォームの構築

介護の演習を中心としたモデル的な講座の開催
ＶＲによる認知症体験や介護ロボット体験など
を実施
ＩＣＴや介護ロボットを活用した事業所の取組
の紹介 等

福祉・介護の体験型イベントの実施
（ターゲットにあわせて講座を実施）

※全国8箇所で実施（各ブロックで1箇所）

職場体験や入門的研修の情報
国・都道府県の施策情報（修学資金や再就職準備
金） 等

＜ 事業イメージ ＞

学生・若者
向けの講座

アクティブシニア
や子育てを終えた
主婦向けの講座

連携

参加

参加

職場体験 入門研修

＜都道府県での取組＞

連携

情報発信

介護福祉士養成施設協会
教育関係団体

シルバー人材センター
内閣人事局（公務員）
経済界（大企業） 等

誘導

国が実施する体験型イベント
で関心を持った者を、職場体
験や入門研修につなげる

介護現場での就労

参入

参
入

平成３０年度予算額：２．３億円

職能団体・事業者団体等
（経営協、老施協、全老健、
介護福祉士会、全社協など）
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介護福祉士国家資格の取得を目指す外国人留学生の受入環境整備事業の創設
【地域医療介護総合確保基金の新規メニュー】

新

【目的】
介護福祉士の資格取得を目指す外国人が、

直接又は日本語学校を経由して介護福祉士
養成施設に留学するケースが増加すること
が見込まれることから、当該留学生に対し
て、留学生の就労予定先の介護施設等が支
援する奨学金に係る費用の一部を助成する。

【事業内容】
留学生に対して奨学金等の支援を行う介

護施設等に対して、当該支援に係る経費を
助成。

２．介護福祉士資格の取得を目指す留学生と受入介護施設等とのマッチング支援事業

【目的】
意欲ある留学生と介護福祉士養成施設

や介護施設等とのマッチングを適切に行
い、円滑な受入支援体制の構築を図るた
め、地域の実情に応じたきめ細かいマッ
チングを行うことが可能な団体に対して、
情報収集や情報提供などに必要な経費を
助成する。

【事業内容】

① 外国人留学生の発掘や、留学生に対す
る養成施設や介護施設等に関する情報
提供

② 現地での合同説明会の開催等のマッチ
ング支援 等

＜留学生の支援例＞

○１年目：日本語学校
学費：月５万円
居住費：月３万円

○２年目･３年目：介護福祉士養成施設
学費：月５万円
入学準備金：２０万円（初回に限る）
就職準備金：２０万円（最終回に限る）
国家試験受験対策費用：４万円（年額）
居住費：月３万円

補助率：１／３※

※受入介護施設等が留学
生に給付する奨学金等の
総額の１／３を補助

経費助成

受入介護施設等

１．介護施設等による外国人留学生への奨学金等の支給に係る支援事業

都
道
府
県
（委
託
可
）

奨学金の
貸与・給付

留
学
生
（
日
本
語
学
校
・
養
成
施
設
）

協議会の設置など、関
係団体等と連携しながら
マッチングを実施
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